
広報臨時号

◆�

市（
県
）民
税
、
国
民
健
康
保
険
税
、
介
護
保

険
料
の
減
免

▼
対
象
者

水
害
等
に
よ
り
、
所
有
す
る
住
宅
ま
た
は
家

財
の
損
害
価
格
が
10
分
の
３
以
上
（
床
上
浸
水
）

で
合
計
所
得
金
額
が
１
０
０
０
万
円
以
下
の
納

税
義
務
者
（
別
表
①
参
照
）

◆�

固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税
の
減
免

▼
対
象
者

固
定
資
産
税
お
よ
び
都
市
計
画
税
の
納
税
義

務
者
で
、
土
地
・
家
屋
お
よ
び
償
却
資
産
の
価

格
の
10
分
の
２
以
上
の
損
害
を
受
け
た
方

▼�
土
地
の
減
免

崖
崩
れ
、
地
滑
り
、
土
砂
岩
石
の
流
入
等
に

よ
り
、
土
地
の
効
用
を
妨
げ
ら
れ
た
場
合
に
対

象
と
な
り
ま
す
。

▼�

家
屋
の
減
免
（
別
表
②
参
照
）

▼�

償
却
資
産
の
減
免

家
屋
に
準
ず
る
取
り
扱
い
と
し
ま
す
。

な
お
、
減
免
申
請
書
を
提
出
し
て
い
た
だ
く

必
要
が
あ
り
ま
す
。

◆�

減
免
対
象
市
税
等
の
対
象
年
度
・
納
期

市
（
県
）
民
税
、
固
定
資
産
税
・
都
市
計
画

税
、
国
民
健
康
保
険
税
、
介
護
保
険
料
い
ず
れ

も
、
平
成
25
年
度
分
で
平
成
25
年
10
月
16
日
以

降
到
来
す
る
納
期
限
日
の
も
の
（
普
通
徴
収
・

特
別
徴
収
と
も
）。
納
税
方
法
に
よ
り
、
一
度
納

付
し
て
い
た
だ
い
た
後
で
お
返
し
す
る
場
合
が

あ
り
ま
す
。

◆
減
免
申
請
の
受
付

▼
期
間

11
月
１
日
㊎
～
12
月
２
日
㊊

※
土
日
祝
日
を
除
く
８
時
30
分
～
17
時
15
分
ま
で

▼
場
所

市
民
税
課
、
国
保
年
金
課
、
資
産
税
課
、
高

齢
者
支
援
課

※
郵
送
で
も
受
け
付
け
し
て
い
ま
す
。
減
免
申

請
用
紙
は
市
民
税
課
に
あ
り
ま
す
。
ど
の
課

で
も
お
預
か
り
出
来
ま
す
。

◆�

そ
の
他

災
害
に
遭
わ
れ
、
税
の
減
免
対
象
と
な
ら
な

か
っ
た
方
で
も
、
納
期
限
ま
で
に
納
付
で
き
な

い
事
情
の
あ
る
方
は
、
収
税
課
ま
で
ご
相
談
く

だ
さ
い
。

◆�

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
の
減
免
に
つ
い
て

千
葉
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
の
条
例

に
基
づ
き
、
減
免
制
度
が
あ
り
ま
す
の
で
、
詳
細

は
国
保
年
金
課
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

台
風
26
号
に
よ
り
浸
水
等
の
被
害
を
受
け
ら
れ
た
皆
様
方
に

は
、
心
か
ら
お
見
舞
い
申
し
上
げ
ま
す
。
ま
た
、
災
害
発
生
時
か

ら
ご
協
力
を
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
自
治
会
、
消
防
団
、
関
係
機

関
等
の
皆
様
に
は
心
か
ら
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。
現
在
、
市
で
は

災
害
救
助
法
の
適
用
を
受
け
、
全
力
で
復
旧
に
努
め
て
お
り
ま
す

の
で
、
ご
協
力
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

先
日
、
森
田
知
事
が
茂
原
市
の
被
害
状
況
を
視
察
さ
れ
た
際

に
、
一
宮
川
上
流
の
調
節
池
の
増
設
や
、
河
川
改
修
の
速
度
ア
ッ

プ
に
つ
い
て
直
接
申
し
入
れ
る
と
と
も
に
、
こ
の
度
の
災
害
に
対

す
る
県
と
国
か
ら
の
助
成
を
速
や
か
に
進
め
て
い
た
だ
け
る
よ
う

要
望
を
い
た
し
ま
し
た
。

な
お
、
被
災
者
の
方
々
に
対
し
、
次
の
よ
う
な
制
度
が
あ
り
ま

す
の
で
、
お
知
ら
せ
い
た
し
ま
す
。

▪各お問い合わせ先▪
●市県民税
　…市市民税課（２階）�
☎（20）1577、Ｆ（20）1609

●固定資産税・都市計画税
　…市資産税課（２階）�
☎（20）1579、Ｆ（20）1609

●�国民健康保険税・後期
高齢者医療保険料

　…市国保年金課（２階）�
☎（20）1503、Ｆ（20）1600

●介護保険料
　…市高齢者支援課（２階）�
☎（20）1572、Ｆ（20）1610

●市税の納付相談
　…市収税課（２階）�
☎（20）1578、Ｆ（20）1609

�11月１日から「り災証明書」
「被災証明書」を発行します
　家屋等に被害を受けた方へ、市の被害調査結果
に基づき証明書を発行します。必要な方は申請し
てください。（本庁のみ）

持参するもの＝�本人確認書類、印鑑、代理申請の
場合は委任状、家財や車などの被
害については写真等

●り災証明書
　被害を受けた住宅が対象です。

●被災証明書
　��被害を受けた住宅以外の建物、車などが対象です。
※�市が被害調査に伺っていない方はお知らせくだ
さい。調査に伺います。

お問い合わせは、市市民税課（２階）
☎（20）1577、Ｆ（20）1609へ。

別表②　家屋の減免
損害の程度 減免割合

1
全壊・流失・埋没により家屋の
原形をとどめないとき
または復旧不能のとき

全部

2

主要構造部が著しく損傷し、大
修理を必要とする場合で、当該
家屋の価格の10分の６以上の価
値を減じたとき

10分の８

3

屋根・内装・外壁・建具等に損
傷を受け居住または使用目的を
著しく損じた場合で、当該家屋
の価格の10分の４以上10分の６
未満の価値を減じたとき

10分の６

4

下壁・畳等に損傷を受け居住ま
たは使用目的を損じ、修理また
は取替を必要とする場合で、当
該家屋の価格の10分の２以上10
分の４未満の価値を減じたとき

10分の４

別表①　��市（県）民税、国民健康保険
税、介護保険料の減免割合
軽減又は免除の割合

損害程度

合計 
所得金額

損害の割合が
10分の３以上
10分の５未満

（※注1）

損害の割合が
10分の５以上

（※注1）

500万円以下
であるとき 2分の1 全部

750万円以下
であるとき 4分の1 2分の１

750万円を
超えるとき 8分の1 4分の１

※注１
　損害の割合とは、納税義務者が所有する住宅また
は家財につき、災害により受けた損害の金額がその
住宅または家財の価格の何割になるかを示すもの。
　損害の割合は、家屋への浸水が床上から１階天
井以下の場合は10分の３以上10分の５未満、家屋
への浸水が１階天井より上の場合は10分の５以上
とみなすものとする。

災
害
に
よ
り
被
害
を
受
け
ら
れ
た
皆
様
へ

～
市
税
や
保
険
料
な
ど
の
減
免
に
つ
い
て
～

台風26号

















































































































































































































































































































































































































































































 ごみの無料搬入について �ごみを自己搬入する場合は、り災・被災証明書を添付して広域環境衛生センターへ搬入してください。お問い合わせは、市環境保全課（６階）　☎（20）1504、Ｆ（20）1604 へ。

床
上
浸
水
の
場
合
の
み
適
用
さ
れ
ま
す

市
へ
申
請
が
必
要
で
す◆�

水
道
料
金
等
の
減
免
に
つ
い
て�

（
水
道
料
金
・
下
水
道
使
用
料
・
農
業
集
落

排
水
使
用
料
）

料
金
・
使
用
料
の
減
免
に
は
申
請
が
必

要
で
す
。

お
問
い
合
わ
せ
は
、

広
域
水
道
部
業
務
課�

☎
�
９
４
８
２

市
下
水
道
課
（
８
階
）�

☎
⒇
１
５
４
９

市
農
政
課
（
６
階
）�
☎
⒇
１
５
２
６

市役所脇を流れる豊田川が氾濫（10月16日）
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